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１．事例の概要 

初産婦。妊娠３２週１日、急な腰痛の出現と増強、呼吸困難がみられたた

め、搬送元分娩機関に救急車で搬送された。到着時の経皮的動脈血酸素飽和

度は９３～９４％で、時折８９％まで下降した。超音波断層法で子宮頸管長

は２．６ｃｍ、胎盤に異常はなかった。医師は切迫早産と診断し、また尿路

結石を疑い、入院を決定した。入院時、下腹部痛と胎動の自覚があり、経皮

的動脈血酸素飽和度は８９～９９％であった。子宮口の開大が２ｃｍ強でリ

トドリン塩酸塩の点滴が開始された。妊娠３２週３日、母体搬送される４５

分前に妊産婦は夕食摂取中に胸部から心窩部にかけての痛みを訴え、その後

に顔面のチアノーゼと全身の発汗を多量に認めた。脈拍は１００回／分、腹

部はソフト、経皮的動脈血酸素飽和度８０～８８％であった。そのときの超

音波断層法による胎児心拍数は１００拍／分前後で酸素投与が開始された。

母体搬送される１５分前の超音波断層法では常位胎盤早期剥離の所見はなく、

胎児心拍数は６０～７０拍／分で、医師は呼吸困難、胎児機能不全と診断し、

妊産婦を当該分娩機関に母体搬送した。当該分娩機関到着時は体温３５．２℃、

脈拍１１５回／分、血圧８４／４１ｍｍＨｇ、経皮的動脈血酸素飽和度９６％

であった。子宮の板状硬を認め、妊産婦は恥骨上の痛みと呼吸苦を訴えた。

超音波断層法で胎盤肥厚を認め、医師は常位胎盤早期剥離、胎児機能不全と
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診断し、緊急帝王切開で児を娩出した。子宮筋層切開時には凝血塊に続いて

血性羊水が流出した。胎盤病理組織学検査の結果、胎盤絨毛膜下から絨毛膜

内に好中球浸潤を認め、Ｂｌａｎｃ分類２度の絨毛膜羊膜炎であった。 

児の在胎週数は３２週３日で、体重は２３７６ｇであった。アプガースコ

ア生後１分１点、５分４点（心拍２点、呼吸１、皮膚色１点）であった。臍

帯動脈血ガス分析値は、ｐＨ６．８４９、ＰＣＯ２１０４ｍｍＨｇ、ＰＯ２１

５ｍｍＨｇ、ＨＣＯ３
－１７．２ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－２０．３ｍｍｏｌ／Ｌ

であった。出生直後にバッグ・マスクによる人工呼吸が開始され、気管挿管

が行われた。児は当該分娩機関のＮＩＣＵに入院し人工呼吸器管理が開始さ

れた。生後５９日、頭部ＭＲＩで多嚢胞性脳軟化症が認められ、医師は重症

の低酸素脳症と判断した。 

本事例は病院から病院へ母体搬送された事例であり、搬送元分娩機関では、

産婦人科専門医２名（経験２４年、３６年）と助産師２名（経験６年、２３

年）、看護師４名（経験９～１６年）、准看護師 1 名（経験２１年）が関わっ

た。当該分娩機関では、産婦人科専門医 1 名（経験２０年）、産科医１名（経

験４年）、小児科医１名（経験９年）、麻酔科医（経験４年）と助産師２名（経

験年１年、２５年）、看護師１名（経験１５年）が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、常位胎盤早期剥離による重症の胎

児低酸素・酸血症と考えられる。常位胎盤早期剥離の原因は特定困難である

が、関連因子として絨毛膜羊膜炎が背景にあった可能性は否定できない。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠３２週０日までの妊娠管理は一般的である。妊娠３２週１日、妊産婦
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が入院した際に、胎児心拍数陣痛図などの検査所見から、切迫早産と診断し、

子宮収縮抑制剤の点滴による治療を施行したことは一般的である。しかし、

胸部症状および経皮的動脈血酸素飽和度の低下が認められた状況で原因検索

のための検査を追加、または高次医療機関へ母体搬送することををせずに自

施設で経過をみたことは、選択されることは少ない対応である。尿蛋白定量

検査を実施したこと、尿混濁に対し抗生剤の投与を開始したことは一般的で

ある。妊産婦が急激な腹痛を訴えた際に、胎児徐脈が認められた時点で、胎

児機能不全と診断して帝王切開のために高次医療機関に搬送したことは一般

的である。  

当該分娩機関に到着後５分で常位胎盤早期剥離、胎児機能不全と診断し、

緊急帝王切開を決定したことは適確である。帝王切開決定から出生まで３３

分経過しているが、時間経過としては一般的である。 

出生後の新生児蘇生、ＮＩＣＵにおける診断・治療は一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）搬送元分娩機関および当該分娩機関における診療行為について検討すべ

き事項 

（１）搬送元分娩機関 

ア．妊産婦のバイタルサインに異常な変化が認められた場合には高次医

療機関へ紹介を検討することが望まれる。日本産婦人科医会「母体安

全への提言２０１０」における提言「バイタルサインの重要性を認識

し、異常の早期発見に努める」を参考に、院内における警戒すべきバ

イタルサインの基準値を策定することが望まれる。 

イ．妊産婦に炭酸水素ナトリウムを投与することによる胎児低酸素への

効果に関する根拠はなく、母体への影響のみが残る可能性があるため
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使用を控えることが望まれる。 

ウ．「産婦人科診療ガイドライン―産科編２０１１」では、胎児心拍数波

形のより適確な判読のために、胎児心拍数陣痛図の記録速度を３ｃｍ

／分とすることが推奨されており、今後、施設内で検討し、３ｃｍ／

分に設定することが望まれる。 

（２）当該分娩機関 

特になし。 

 

２）搬送元分娩機関および当該分娩機関における設備や診療体制について検

討すべき事項 

（１）搬送元分娩機関 

特になし。 

（２）当該分娩機関 

特になし。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

常位胎盤早期剥離の発生機序の解明、予防法、早期診断に関する研究

を推進することが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 
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